
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

。
【請求項２】
　前記第１および第２合成樹脂層が、ウレタン系、アクリル系、エポキシ系、または、ポ
リエステル系の合成樹脂塗料からなることを特徴とする請求項１に記載の

。
【請求項３】
　前記第１合成樹脂層の上面に、合成樹脂フィルムをラミネートしたスパンボンド不織布
を貼着したことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の 。
【請求項４】
　

。
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コンクリート基体上に、
　温度差による伸縮が少なく剛性を有するパネル部材と、該パネル部材の上面に設けた塗
膜接着性が高い第１合成樹脂層と、前記コンクリート基体に接するパネル部材の下面に設
けた耐水性および耐腐蝕性が高い第２合成樹脂層とを備えた複数の防水ボードを敷設し、
　前記防水ボードをコンクリート基体に対して固定部材で固定するとともに、
　前記固定部材による固定部の表面に第１塗膜防水層を設け、
　前記第１塗膜防水層を含む防水ボードの全表面に第２塗膜防水層を形成したことを特徴
とする建築物の防水構造

建築物の防水構
造

建築物の防水構造

前記固定部材として、隣接する防水ボードを固定する板状のフレーム型座金を配設した
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の建築物の防水構造



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、特に、既存の建造物に防水処理を施すのに有効 を用いた建造物
の防水構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のコンクリート建造物の防水構造は、実公平３－４８９８４号に示すように、その
建造物のコンクリート基体上に、一面に多数の突起物を有する合成ゴムからなる弾性およ
び伸張性を有する防水シートを、接着剤によって貼着、または、ネジで螺着して取り付け
、この防水シート上に塗膜防水層を設け ようにしたものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記防水シートを接着剤で貼着する場合には、コンクリート基体が含む水
分や、コンクリート基体表面の凹凸により、確実な接着性を確保することができないとい
う不都合があった。また、ネジで螺着する場合には、防水シートが伸張性を有することか
ら、寒熱によって伸縮するため寸法が不安定であり、施工作業に時期的な制限が生じると
いう問題があった。このように、接着性が確保できなかったり、寸法にずれが生じたりす
ると、防水性が低下する問題が発生する。
【０００４】
　そこで、本発明では、寒熱による伸縮の問題を防止するとともに、コンクリート基体上
に確実に固定することができる 建造物の防水構造を提供することを課
題とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため、本発明の は、

ものである。
【０００６】
　前記 前記第１および第２合成樹脂層が、ウレタン系、アクリル系、エポ
キシ系、または、ポリエステル系の合成樹脂塗料からなる
【０００７】

【０００８】

【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。
本実施形態の防水構造は、建造物の壁、床、屋根等の既存のコンクリート基体１を防水す
る際に適用するもので、図１から図３に示すように、前記コンクリート基体１に既に形成
されている防水層１ａを貫通させて複数の防水ボード２をネジ止めして敷設し、これらネ
ジ止め部分を第１塗膜防水層１０によって防水する。そして、従来と同様に、第１塗膜防
水層１０の表面を含む防水ボード２の全表面に第２塗膜防水層１１を設け、該第２塗膜防
水層１１の表面に保護塗膜層１２を設けたものである。
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な防水ボード

る

防水ボードを用いた

建造物の防水構造 コンクリート基体上に、温度
差による伸縮が少なく剛性を有するパネル部材と、該パネル部材の上面に設けた塗膜接着
性が高い第１合成樹脂層と、前記コンクリート基体に接するパネル部材の下面に設けた耐
水性および耐腐蝕性が高い第２合成樹脂層とを備えた複数の防水ボードを敷設し、前記防
水ボードをコンクリート基体に対して固定部材で固定するとともに、前記固定部材による
固定部の表面に第１塗膜防水層を設け、前記第１塗膜防水層を含む防水ボードの全表面に
第２塗膜防水層を形成した

防水構造では、
ことが好ましい。

　また、前記第１合成樹脂層の上面に、合成樹脂フィルムをラミネートしたスパンボンド
不織布を貼着することが好ましい。

　さらに、前記固定部材として、隣接する防水ボードを固定する板状のフレーム型座金を
配設することが好ましい。



【００１０】
前記防水ボード２は、ＪＡＳ１類のプライウッドパネルからなるパネル部材３の一面に塗
膜接着性が高い第１合成樹脂層４を設けるとともに、他面に耐水性および耐腐蝕性が高い
第２合成樹脂層５を設けたものである。
【００１１】
前記第１合成樹脂層４は、塗膜接着性を重視したウレタン系、アクリル系、エポキシ系、
または、ポリエステル系の合成樹脂塗料をコーティングしたものである。前記第２合成樹
脂層５は、耐水性および耐腐蝕性を重視したエポキシ系、ポリエステル系、ウレタン系、
または、アクリル系の合成樹脂塗料をコーティングしたものである。
【００１２】
　具体的には、前記防水ボード２は、厚さ３．０ｍｍ～９．０ｍｍ、寸法０．９１ｍ×１
．８２ｍ～１．２２ｍ×２．４３ｍのプライウッドパネルの一面に厚さ０．３ｍｍ～０．
５ｍｍ（単位面積当り０．３ ～０．６ ）でエポキシ系のパネコート
（ＰＭ－５（新東洋合成株式会社：商品名））をコーティングして第１合成樹脂層４を設
け、他面に厚さ０．３ｍｍ～０．８ｍｍ（単位面積当り０．３ ～１．０

）でキシレンホルムアルデヒド樹脂系ウレタンのパネコート（ＨＦ－７００（新東洋
合成株式会社：商品名））をコーティングして第２合成樹脂層５を設けたものである。
【００１３】
前記構成の防水ボード２は、プライウッドパネルからなるパネル部材３を適用しているた
め、寒熱の温度差による伸縮が非常に少なく、寸法の安定性が良好であり、かつ、熱水や
アルカリ熱水に対しても強いため、変化率を極めて小さくすることができる。その上、表
面に第１合成樹脂層４および第２合成樹脂層５を設けているため、表面接着性、耐久性、
耐候性および耐腐蝕性の向上を図ることができる。
【００１４】
次に、前記防水ボード２を用いた防水施工について説明する。
まず、コンクリート基体１に対し、既に形成されている古い防水層１ａを貫通させて所定
位置に穴を凹設し、樹脂製のアンカープラグ６を配設する。この時、このアンカープラグ
６は、その上端部が防水層１ａの表面から新たに敷設する防水ボード２の厚さ分、突出す
るようにする。
【００１５】
　ついで、貫通孔２ａを形成した防水ボード２を、第２合成樹脂層５側がコンクリート基
体１の表面に接するように敷設し、前記貫通孔２ａの上端開口から前記アンカープラグ６
を露出させる。そして、図１および図２に示すように、隣接する防水ボード２Ａ，２Ｂの
縁にかけて板状のフレーム型座金７を配設し、固定部材として木ネジ９を用いてアンカー
プラグ６に締め付けて両防水ボード の縁を所定間隔に位置決め固定する。また
、図１および図３に示すように、これら防水ボード２Ａ，２Ｂの縁以外の露出したアンカ
ープラグ６上に、円形状のプレート型座金８を配設し、前記と同様に、木ネジ９でアンカ
ープラグ６に締め付けて防水ボード２全体を固定する。
【００１６】
その後、前記ネジ止めした部分の表面を、ウレタン、アクリル、ゴムアスファルト系等の
防水材を塗布することによって第１塗膜防水層１０を形成する。具体的には、第１塗膜防
水層１０は、前記防水材を薄く塗布した後、その表面にガラス繊維または不織布等の浸透
性のよい材料からなる周知の補強布１０ａを敷設し、更に、その上に防水材を塗布するこ
とによって形成される。このような構成とすることにより、座金７，８の角によって防水
層１０が破損し、防水性が低下するのを防止することができる。
【００１７】
そして、全防水ボードの表面に、超高速硬化ウレタンをスプレー方式によって吹き付け、
または、ウレタン、アクリル、ゴムアスファルト系等の防水材をコテ等によって塗布し、
略凹凸のない平面状とした第２塗膜防水層１１を形成した後、この第２塗膜防水層１１の
表面に保護塗膜層１２を形成する。
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【００１８】
前記構成の防水構造では、フレーム型座金７およびプレート型座金８を介し、防水ボード
２を貫通させて木ネジ９によって防水ボード２を配設するため、コンクリート基体１に対
して防水ボード２を確実に固定することができる。また、本発明の防水ボード２は、前述
のように、表面接着性、耐久性、耐候性および耐腐蝕性が良好なので、該防水ボード２を
用いた防水構造は、寒熱によって寸法が不安定になることはなく、確実に防水することが
できる。
【００１９】
さらに、コンクリート基体１にアンカープラグ６を配設する穴を設けるだけで、既存の建
造物を改修する際に適用することが可能であるため、既存の防水層１ａやコンクリート基
体１を破砕する等の大掛かりな作業は不要である。なお、この改修工事の際、コンクリー
ト基体１の防水層１ａの表面の凹凸が大きい場合には、該防水層１ａと配設する防水ボー
ド２との間にポリエチレンシート等を介設することにより、前記凹凸による隙間を吸収す
る。
【００２０】
また、新築する建造物に前記防水構造を適用する場合には、コンクリート基体１を打ち込
み成形する際にアンカープラグ６を埋設し、または、前記と同様に成形後のコンクリート
基体１にアンカープラグ６を配設する穴を設けるだけで、容易に適用することができる。
【００２１】
さらに、防水ボード２を大量に生産しておき、使用するまでにある程度の期間がある場合
には、第１合成樹脂層４の接着力が低下する可能性がある。この場合には、現場で敷設前
に、第１合成樹脂層４の形成材料と同一の合成樹脂塗料を薄くコーティングすることによ
って、接着力の回復を図ることが好ましい。
【００２２】
なお、本発明の防水ボード２は前記構成に限られず、例えば、パネル部材３は、プライウ
ッドパネルの代わりに合成樹脂パネルを適用してもよい。
【００２３】
また、前記のように、ある程度の期間をおいて使用しても接着力が低下しないように、図
４に示すように、予め第１合成樹脂層４の上面に、合成高分子製の合成樹脂フィルム１８
をラミネートしたスパンボンド不織布１５を貼着することによって防水ボード２’を構成
してもよい。
【００２４】
前記スパンボンド不織布１５は、例えば、ポリエステル製のスパンボンド不織布からなる
基布１６，１７の間に、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、または、アクリル製
フィルム等の合成樹脂フィルム１８をラミネートしたものである。この防水ボード２’は
、前記第１合成樹脂層４を塗布し、未だ乾燥していない状態でスパンボンド不織布１５を
敷設することにより、前記第１合成樹脂層４が接着剤の役割をなし、基布１７内に浸透す
ることによってスパンボンド不織布１５を剥離不可に固着することができる。
【００２５】
前記スパンボンド不織布１５を配設した防水ボード２’は、その上面に形成する第１塗膜
防水層１０および第２塗膜防水層１１を、基布１６内に浸透させることによって物理的に
接着することが可能である。そのため、経時的に第１合成樹脂層４の接着力が低下するこ
とにより、第１塗膜防水層１０および第２塗膜防水層１１の接着性が低下するのを防止す
ることができる。
【００２６】
また、前記防水ボード２，２’を用いた防水構造も前記構成に限られず、例えば、前記実
施形態では、木ネジ９を螺着することによって固定するアンカープラグ６を用いたが、釘
を打ち込むことによって固定するアンカープラグを用いてもよい。
【００２７】
さらに、図５に示すように、平面状金属板からなる屋根基体２０に適用する場合には、ア
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ンカープラグ６の代わりに、屋根基体２０の裏面側でナット２１によって締め付けて固定
してもよい。かつ、図６に示すように、波状に屈折した波状屋根基体２２に適用する場合
には、該波状屋根基体２２の凸部２２ａの上に防水ボード２を配設し、前記と同様に、凸
部２２ａの裏面側にナット２１によって締め付けて固定してもよい。そして、これら以外
の瓦棒屋根やＡＬＣ等の軽量コンクリート屋根等への取り付けも、前記と同様に行うこと
ができる。
【００２８】
さらにまた、本発明の防水ボード２の適用可能な用途は建造物の壁や屋根等に限定されず
、台所の流し台等の水回り等、防水処理を施す必要がある硬質な製品であれば、何れにも
適用することができる。
【００２９】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明 、プライウッドパネル
等からなるパネル部材を適用しているため、寒熱の温度差による伸縮が非常に少なく、寸
法の安定性が良好であり、かつ、熱水やアルカリ熱水に対しても強いため、変化率を極め
て小さくすることができる。その上、表面に第１合成樹脂層および第２合成樹脂層を設け
ているため、表面接着性、耐久性、耐候性および耐腐蝕性の向上を図ることができる。さ
らに、防水ボードを使用するまでにある程度の期間が空く場合には、合成樹脂フィルムを
ラミネートしたスパンボンド不織布を第１合成樹脂層の上面に配設しておくことにより、
該防水ボードの上面に形成する塗膜防水層との接着力が低下するのを防止することができ
る。
【００３０】
　そのため、前記防水ボードを用いた本発明の 防水構造では、接着剤を用いるこ
となく、ネジあるいは釘等の固定部材を用いて機械的に固定 、基体に対し
てガタツキなく固定することができ、その固定状態も長期にわたって確実に維持すること
ができる。さらに、基体が含んだ水分の影響および寒熱による寸法変化が殆どないため、
降雨時および寒冷時等、時期的な制限を受けることなく施工することができ、その結果、
工期の短縮化を図ることができる。
【００３１】
その上、従来の防水改修工事では、下地がアスファルト防水の場合で、防水層の膨出が多
数ある時には、下地処理として古い防水層を破砕し、その廃棄材を処分するのに費用がか
かっていたが、本発明の防水構造を適用すれば、凹凸が大きい場合には、既存の基体の表
面にポリエチレンシートを配設するだけで、大掛かりな廃棄作業は不要であるため、大幅
に工事費の節約を図ることができる。また、廃棄材を無くすことにより、産業廃棄物処理
に伴う環境問題を未然に防止することができる。さらに、これら一連の作業を機械化する
ことにより防水工事の簡素化が可能になるため、施工作業にかかる重労働、危険、汚いと
いう所謂３Ｋのイメージを改善できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の防水ボードを用いた防水構造を示す斜視図である。
【図２】　図１の II－ II線断面図である。
【図３】　図１の III－ III線断面図である。
【図４】　防水ボードの変形例を示す断面図である。
【図５】　本発明の防水ボードを用いた防水構造の変形例を示す断面図である。
【図６】　本発明の防水ボードを用いた防水構造の他の変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
　１…コンクリート基体、２ …防水ボード、３…パネル部材、４…第１合
成樹脂層、５…第２合成樹脂層、６…アンカープラグ、７…フレーム型座金、８…プレー
ト型座金、９…木ネジ（固定部材）、１０…第１塗膜防水層、１１…第２塗膜防水層、１
２…保護塗膜層。
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で使用する防水ボードは

建築物の
することにより

（２Ａ，２Ｂ）
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